
議案第１号

令和５年 地域内フィーダー系統確保維持計画の策定について

（地域公共交通確保維持改善事業費補助金）

地域における公共交通は、マイカーの普及や人口減少といった要因から厳し

い状況が続いております。

特に市町間を結ぶ幹線系統の支線となる系統（フィーダー系統）においては利

用者が限られ、慢性的な赤字路線となっていますが、地域住民の生活の手段とし

て、存続が求められております。

このような生活交通路線を確保・維持するため、国により「地域公共交通確保

維持改善事業費補助金」の交付が行われております。

本交付金を活用するためには、管轄する地域公共交通会議において「令和５年

地域内フィーダー系統確保維持計画」が策定されていることが要件となってお

ります。

宇和島市公共交通活性化協議会の管内においては、宇和島市及び宇和島自動

車株式会社の２者が交付対象となる路線を運行しており、これらの路線におい

て本交付金を活用するため、令和５年 地域内フィーダー系統確保維持計画を策

定することについて、ご承認いただきますよう提案するものです。

併せて、協議会での承認後、国へ認定申請を行うにあたって軽微な修正等が必

要となった場合は、事務局へ一任いただきますようお願いいたします。

資料１
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様式第１－６（日本産業規格Ａ列４番）

宇交第 号

令和４年６月 日

国土交通大臣 殿

氏名又は名称 宇和島市地域公共交通活性化協議会

住 所 愛媛県宇和島市曙町１番地

代表者氏名 会長 玉田 光彦

地域内フィーダー系統確保維持計画認定申請書

地域内フィーダー系統確保維持計画を別紙のとおり定めたので、関係書類を添えて申請します。

※本申請書に、別添の記載すべき事項を全て記した地域内フィーダー系統確保維持計画を添付すること。
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生活交通確保維持改善計画（地域内フィーダー系統確保維持計画を含む）

令和４年６月 日

（名称）宇和島市地域公共交通活性化協議会

生活交通確保維持改善計画の名称

宇和島市地域内フィーダー系統確保維持計画

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性

宇和島市は愛媛県の西南部（南予地方）に位置し、総面積 が469.58ｋ㎡、典型的なリ

アス式海岸が続く宇和海と山に囲まれた地形となっており、平成17年8月1日に旧宇和島市

と北宇和郡吉田町、三間町、津島町が合併して誕生したまちである。

市内を運行する鉄道路線は、予讃線と予土線の二つのＪＲ路線で、予讃線は当市から香

川県高松市まで、予土線は当市から高知県高岡郡四万十町まで運行されている。

民間路線バスは、宇和島自動車株式会社により運行されており、当市以南に鉄道がない

ことから、市役所や公立病院、学校施設などの主要施設を結ぶ路線バスは、市民が生活す

るうえで極めて重要な役割を果たしている。しかしながら、近年は人口減少やマイカーの

普及による輸送人員の減少で、厳しい経営を余儀なくされており、運行路線の見直しや、

やむなく廃止された路線もある。

このように、地域の公共交通を取り巻く環境が厳しい中で、市民生活の利便性を確保

し、公共交通の空白・不便地域を解消するため、今後もコミュニティバスの運行を確保・

維持していく必要がある。

九島地区は、周囲約10ｋｍ、人口776人（令和4年4月現在）の島である。島内には、公

民館、郵便局等の主要施設がある。

平成28年4月に医療、福祉、消防等の行政サービスの地域間格差の解消のため、九島住

民の長年の悲願であった九島架橋が完成したことに伴い、それまで本土への唯一の交通手

段となっていた航路（九島～宇和島航路）が廃止。平成29年4月には小学校が本土に統合

され、小学生は公共交通機関により通学を行っている。

このため、地域公共交通確保維持事業により、地域住民の通院、通学、買い物を中心と

した生活に必要不可欠な手段として平成28年4月より運行が開始された路線バス（きさい

や広場～本九島）を確保・維持していく必要がある。
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２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果

（１）事業の目標

本計画における利便性を考慮した地域内フィーダー系統を計画どおり運行し、利用者数

を維持していく。また、地域内フィーダー系統の経路又は運行ダイヤ等について、不断の見

直しを行うとともに、路線ごとの運行実態を適切に把握し、効率的で利用者満足度の高い

運行をめざす。

（宇和島市地域公共交通網形成計画 P.26 参照）

■Ｒ５事業年度

（２）事業の効果

利用者ニーズに即した運行形態の導入と運行体制の整備により、地域に愛される交通網

を構築し、高齢者の外出促進と活動機会を増加させることにより、将来にわたる地域住民

の生活交通の確保・維持につながる。

３．２．の目標を達成するために行う事業及びその実施主体

・広報誌等での周知（宇和島市）

・定時定路線型の公共交通ネットワーク（鉄道、路線バス、コミュニティバス、離島航路）

が一目で分かる公共交通マップの作成・市内全戸配布（宇和島市）

・ホームページでのバスの乗り方の周知（宇和島自動車株式会社）

・小学生等を対象としたバスの乗り方教室の実施（宇和島市、宇和島自動車株式会社）

（宇和島市地域公共交通網形成計画 P.29 参照）

・再編後の路線の見直し（運行事業者、宇和島市）

４．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び

運行予定者

別紙（表１）のとおり。

運行形態 路線名 計画運行回数 目標利用者数

定時定路線型 大河内線 610 回 1,900 人

大良線 1,464 回 6,600 人

筋線 976 回 2,100 人

川之内線 926 回 1,852 人

音地線 1,170 回 2,340 人

大藤線 732 回 1,464 人

増田線 732 回 1,464 人

デマンド型 別当線 1,600 回 2,300 人

大河内線 120 回 210 人

川平線 50回 60 人

定時定路線型 きさいや広場

～本九島線

3,221.5 回 31,858 人
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５．地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者

宇和島市が運行するコミュニティバスに要する費用には運行収入及び国庫補助金を充

て、不足分は宇和島市が負担する。

宇和島自動車株式会社の運行する「きさいや広場～本九島線」については、運行収入及び

国庫補助金を運行経費から差し引いた差額分を宇和島市が補助金として交付することとし

ている。

６．補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称

宇和島市、宇和島自動車株式会社

７．補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法

【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】

※該当なし

８．別表１の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日１日当たりの

運行回数が３回以上で足りると認めた系統の概要

【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

９．別表１の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村

に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧

【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

10．生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期

及びその他特記事項

【地域間幹線系統のみ】

※該当なし

11．外客来訪促進計画との整合性

【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】

※該当なし

12．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

【地域内フィーダー系統のみ】

別紙（表５）のとおり。

13．車両の取得に係る目的・必要性

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

※該当なし
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14．車両の取得に係る定量的な目標・効果

【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ

うとする場合のみ】

（１）事業の目標

※該当なし

（２）事業の効果

※該当なし

15．車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する

費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補

助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

16．老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における

収支の改善に係る計画（車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用

した利用促進策）

【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

17．貨客混載の導入に係る目的・必要性

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし

18．貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果

【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

（１）事業の目標

※該当なし

（２）事業の効果

※該当なし

19．貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担

額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】

※該当なし
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20．協議会の開催状況と主な議論

令和元年度

令和元年 5月 17 日

【書面開催】

南予地域公共交通再編実施計画に基づく路線バスの再編につ

いて

令和元年 6月 11 日 地域内フィーダー系統確保維持計画について

地域公共交通網形成計画（計画の策定）

令和元年 7月 31 日

【書面開催】

自家用有償旅客運送の変更登録について

地域内フィーダー系統確保維持改善計画の変更について

令和元年 8月 30 日

【書面開催】

鬼北町コミュニティバスの大内駅への乗り入れについて

令和 2年 1月 23 日 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について

南予地域公共交通再編実施計画に基づくバス路線の再編につ

いて

自家用有償旅客運送の変更登録について

別当地区デマンドタクシーの停留所変更について

宇和島市地域公共交通網形成計画事業の進捗について

令和 2年度

令和 2年 6月 22 日

【書面開催】

地域内フィーダー系統確保維持改善計画の変更について

地域内フィーダー系統確保維持計画について

令和 2年 7月 20 日

【書面開催】

自家用有償旅客運送の変更登録について

令和 2年 9月 16 日

【書面開催】

自家用有償旅客運送の更新登録について

吉田地区コミュニティバス停留所の追加について

令和 3年 1月 25 日

【書面開催】

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について

コミュニティバス定員超過対応の基本方針について

協議会設置規約の廃止及び運営規則の策定について

令和 3年度

令和 3年 6月 24 日

【書面開催】

地域内フィーダー系統確保維持改善計画の変更について

地域内フィーダー系統確保維持計画について

令和 4年 1月 19 日

【書面開催】

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について

津島地区コミュニティバスの再編に係る自家用有償旅客運送

の変更登録について（経由地の追加）

三間地区コミュニティバスの運行内容の一部変更について

令和 4年度

令和 4年 6月 27 日 地域内フィーダー系統確保維持計画の策定について

宇和島市地域公共交通網形成計画に係る事業報告について

生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）の策定

について
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【本計画に関する担当者】

（住 所）愛媛県宇和島市曙町１番地

（所 属）宇和島市総務企画部企画課

（氏 名）古田 歩

（電 話）0895-49-7003（直通）

（e-mail）kikaku1@city.uwajima.lg.jp

21．利用者等の意見の反映状況

コミュニティバスの利用者アンケートを実施し、別当地区においては運行予約を「１時

間前」から「30 分前」に短縮、吉田地区においてはダイヤ改正、三間地区においてはデマ

ンド運行のバス停を増設するなど、利用者の意見を反映した施策を実施した。

なお、協議会の構成員には、市内自治会連合会や老人クラブ、ＰＴＡ連合会、女性団体連

絡協議会といった住民組織の各代表が含まれており、住民意見が計画事業に反映される仕

組みを設けている。

また、地域からの要望を受けて延伸や運行範囲の拡大を行う際には、あらかじめ目標利

用者数等について地域と協議し、利用が少ない場合は見直しが必要となることを共有する

ことで、地域においても利用を促進いただいている。

きさいや広場～本九島線を新設するにあたっては、平成 26 年 8 月に建設課が実施した九

島架橋事業に関するアンケート調査及び、平成 27 年 12 月に開催した九島架橋開通に係る

関係事項説明会での島民の意見をダイヤ、ルート設定等の参考とした。

22．協議会の構成員

関係都道府県 愛媛県南予地方局建設部建設企画課

関係市区町村
宇和島市総務企画部企画課

宇和島市建設部

交通事業者・交通

施設管理者等

四国旅客鉄道株式会社、

宇和島自動車株式会社、一般社団法人愛媛県バス協会、

南予ハイヤー協議会、宇和島ハイヤー株式会社、

大洲河川国道事務所、宇和島警察署

地方運輸局 四国運輸局愛媛運輸支局

その他協議会が必

要と認める者

宇和島市連合自治会、宇和島市ＰＴＡ連合会、

宇和島市女性団体連絡協議会、宇和島市老人クラブ連合会、

宇和島自動車労働組合、宇和島市観光物産協会
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続
計

画
の

認
定

を
受

け
、

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

に
係

る
特

例
措

置
の

適
用

（
別

表
９

又
は

別
表

１
０

）
を

受
け

て
補

助
対

象
と

な
る

場
合

の
み

「
○

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
．

「
運

行
態

様
の

別
」
に

つ
い

て
は

、
路

線
定

期
運

行
、

路
線

不
定

期
運

行
、

区
域

運
行

、
乗

用
タ

ク
シ

ー
に

よ
る

運
行

の
別

を
記

載
す

る
こ

と
。

６
．

「
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

等
と

接
続

の
確

保
」
に

つ
い

て
は

、
地

域
内

フ
ィ

ー
ダ

ー
系

統
が

接
続

す
る

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
又

は
地

域
間

交
通

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

と
ど

の
よ

う
に

接
続

を
確

保
す

る
か

に
つ

い
て

記
載

す
る

こ
と

。

７
．

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

「
運

行
系

統
名

」
「
利

便
増

進
特

例
措

置
」
に

つ
い

て
記

載
を

要
し

な
い

。

８
．

本
表

に
記

載
す

る
運

行
予

定
系

統
を

示
し

た
地

図
及

び
運

行
ダ

イ
ヤ

を
添

付
す

る
こ

と
。

乗
用

タ
ク

シ
ー

に
よ

る
運

行
の

場
合

は
、

営
業

区
域

を
示

し
た

地
図

を
添

付
す

る
こ

と
。

運
行

系
統

地
域

内
フ

ィ
ー

ダ
ー

系
統

の
基

準
適

合
（
別

表
７

・
別

表
９

・
別

表
１

０
）
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ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

往
　

　
　

ｋ
ｍ

復
　

　
　

ｋ
ｍ

市
区

町
村

名
運

送
予

定
者

名
運

行
系

統
名

等
（
申

請
番

号
）

系
統

キ
ロ

程

計
画

運
行

日
数

計
画

運
行

回
数

利 便 増 進 特 例 措 置

運 送 継 続 特 例 措 置

宇
和

島
市

(1
)

大
河

内
線

吉
田

駅
立

間
小

学
校

大
河

内
2
4
4
日

6
1
0
.0

回
路

線
定

時
運

行
①

吉
田

駅
前

バ
ス

停
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
田

之
浜

～
天

赦
園

線
と

接
続

③

宇
和

島
市

(2
)

大
良

線
吉

田
駅

吉
田

中
学

校
大

良
2
4
4
日

1
,4

6
4
.0

回
路

線
定

時
運

行
①

吉
田

駅
前

バ
ス

停
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
田

之
浜

～
天

赦
園

線
と

接
続

③

宇
和

島
市

(3
)

筋
線

吉
田

駅
吉

田
中

学
校

筋
2
4
4
日

6
1
0
.0

回
路

線
定

時
運

行
①

吉
田

駅
前

バ
ス

停
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
田

之
浜

～
天

赦
園

線
と

接
続

③

宇
和

島
市

(4
)

筋
線

吉
田

駅
鳥

首
口

筋
2
4
4
日

3
6
6
.0

回
路

線
定

時
運

行
①

吉
田

駅
前

バ
ス

停
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
田

之
浜

～
天

赦
園

線
と

接
続

③

宇
和

島
市

(5
)

川
之

内
線

道
の

駅
み

ま
川

之
内

道
の

駅
み

ま
2
4
4
日

9
2
6
.0

回
○

路
線

定
時

運
行

①
道

の
駅

み
ま

で
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

東
高

校
前

～
虹

の
森

公
園

前
線

と
接

続

宇
和

島
市

(6
)

音
地

線
三

間
支

所
音

地
集

会
所

宮
野

下
駅

前
2
4
4
日

1
,1

7
0
.0

回
○

路
線

定
時

運
行

①
A

コ
ー

プ
三

間
前

で
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

東
高

校
前

～
虹

の
森

公
園

前
線

と
接

続

宇
和

島
市

(7
)

大
藤

線
道

の
駅

み
ま

大
藤

集
会

所
も

み
の

木
前

2
4
4
日

7
3
2
.0

回
○

路
線

定
時

運
行

①
道

の
駅

み
ま

で
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

東
高

校
前

～
虹

の
森

公
園

前
線

と
接

続

宇
和

島
市

(8
)

増
田

線
道

の
駅

み
ま

増
田

集
会

所
三

間
支

所
2
4
4
日

7
3
2
.0

回
○

路
線

定
時

運
行

①
道

の
駅

み
ま

で
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

東
高

校
前

～
虹

の
森

公
園

前
線

と
接

続

宇
和

島
市

(9
)

別
当

線
別

当
2
9
3
日

1
,6

0
0
.0

回
区

域
運

行
①

市
立

病
院

前
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
東

高
校

前
～

野
村

病
院

線
等

と
接

続
③

宇
和

島
市

(1
0
)

大
河

内
線

大
河

内
2
4
4
日

1
2
0
.0

回
区

域
運

行
①

吉
田

駅
前

バ
ス

停
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
田

之
浜

～
天

赦
園

線
と

接
続

③

宇
和

島
市

(1
1
)

川
平

線
川

平
2
4
4
日

5
0
.0

回
区

域
運

行
①

吉
田

駅
前

バ
ス

停
で

補
助

対
象

地
域

間
幹

線
系

統
田

之
浜

～
天

赦
園

線
と

接
続

③

宇
和

島
自

動
車

(株
)

(1
2
)

き
さ

い
や

広
場

～
本

九
島

線
き

さ
い

や
広

場
市

立
病

院
本

九
島

3
6
2
日

3
,2

2
1
.5

回
路

線
定

時
運

行
①

バ
ス

セ
ン

タ
ー

で
補

助
対

象
地

域
間

幹
線

系
統

宇
和

島
～

城
辺

線
等

と
接

続
③

宇
和

島
市
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表５　地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要

（単位：人）

　交通不便地域等の内訳

（１）記載要領

１．

２．

３．

４．

５．

６．

（２）添付書類
１． 「人口集中地区以外の地区」及び「交通不便地域等」の区分が分かる地図を添付すること。

（ただし、全域が交通不便地域等となる場合には省略可）

市区町村名 宇和島市

人　口

人口集中地区以外 40,916 

交通不便地域等 70,809 

人　口 対象地区 根拠法

70,809 宇和島市全域
過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法第2条

608 宇和島市、津島町 離島振興法第2条

　地域公共交通計画、地域公共交通利便増進実施計画、地域旅客運送サービス継続実施計画の策定
年月日及び特例適用開始年度

計画名 策定年月日 特例適用開始年度

宇和島市地域公共交通網形
成計画

令和元年7月1日

南予地域公共交通再編実施
計画

令和2年9月1日 令和2年度

人口は最新の国勢調査結果を基に記載すること。ただし、地方運輸局長等が指定する
交通不便地域の場合は、申請する年度の前年度の３月末現在の住民基本台帳を基に
記載すること。

「人口集中地区以外」の欄は、国勢調査結果により設定された人口集中地区に該当し
ない地区の人口を記載すること。

「交通不便地域等」の欄は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱（以
下、「交付要綱」という。）の別表７（ハ②（１））に記載のある過疎地域の人口、交付要
綱別表７（ハ②（２）（実施要領の２．（１）⑪））に基づき地方運輸局長等が指定する交通
不便地域の人口及び交付要綱別表７リに基づき地方運輸局長等が認める地域の合計
（重複する場合を除く）を記載すること。

「対象地区」の欄には、当該市町村の一部が交付要綱別表７（ハ②（１））に掲げる法律
（根拠法）に基づき地域指定されている場合に、根拠法ごとに当該区域の旧市町村名
等を記載すること。また、地方運輸局長等が指定する交通不便地域等が存在する場
合には、該当する区域名を記載すること。

「根拠法」の欄は、交通不便地域を地方運輸局長等が指定した場合は、「局長指定」と
記載すること。また、乗用タクシー以外での輸送が著しく困難であるものとして地方運
輸局長等が認めた場合は、「局長指定（乗用）」と記載すること。

「特例適用開始年度」の欄は、地域公共交通利便増進実施計画又は地域旅客運送
サービス継続実施計画を策定し、特例を適用する場合に記載すること。
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（参考）

計画運行回数の設定について

【定時定路線型（吉田地区）】　　
（利用者数） 単位：人（前年10月1日～当年9月30日で集計）

路線名 R4 R3 R2 R1 H30 H29
2,000 2,200 2,300 2,300 2,300 2,300 

359 1,167 1,458 1,859 2,066 2,371 
- -1,033 -842 -441 -234 71 
- 53.0% 63.4% 80.8% 89.8% 103.1%
- -291 -401 -207 -305 74 
- 80.0% 78.4% 90.0% 87.1% 103.2%

6,500 7,160 7,160 6,200 6,500 6,500 
2,457 5,720 6,753 7,906 5,371 6,182 

- -1,440 -407 1,706 -1,129 -318 
- 79.9% 94.3% 127.5% 82.6% 95.1%
- -1033 -1153 2535 -811 -546 
- 84.7% 85.4% 147.2% 86.9% 91.9%

2,300 2,300 2,400 2,300 2,000 2,000 
661 1,423 1,776 2,147 2,413 2,461 

- -877 -624 -153 413 461 
- 61.9% 74.0% 93.3% 120.7% 123.1%
- -353 -371 -266 -48 222 
- 80.1% 82.7% 89.0% 98.0% 109.9%

（目標利用者数の設定）
路線名 R5目標値

項目
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績

設定理由

大河内線

大良線

筋線

大河内線 1,900人

平成30年7月豪雨災害に加え、新型コロナウイルスの影響により、利用者は
減少傾向にある。しかしながら、ワクチン接種効果等により社会経済活動も
徐々に再開されつつあること、広報での周知により利用促進にも努めることを
考慮し、今期の目標は、コロナ前の実績値（令和元年）1,859人≒1,900人とす
る。

筋線 2,100人

平成30年7月豪雨災害に加え、新型コロナウイルスの影響により、利用者は
減少傾向にある。しかしながら、ワクチン接種効果等により社会経済活動も
徐々に再開されつつあること、広報での周知により利用促進にも努めることを
考慮し、今期の目標は、コロナ前の実績値（令和元年）2,147人≒2,100人とす
る。

大良線 6,600人

平成30年7月豪雨災害後、臨時的に小学生が利用していたが、道路状況の
改善に伴い徒歩通学に戻ったことから、目標値算定には考慮していない。小
学生利用者1,237人（令和3年）を除くと、4,483人と目標値を大きく下回る状況
となっている。しかしながら、ワクチン接種効果等により社会経済活動も徐々
に再開されつつあること、広報での周知により利用促進にも努めることを考慮
し、今期の目標は、コロナ前の実績値（令和元年）から小学生利用者1,326人
（令和元年）を除いた6,580人≒6,600人とする。

最新年度の実績値は、

10月～3月の6ヶ月分
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（参考）

【定時定路線型（三間地区）】　　
（利用者数） 単位：人（前年10月1日～当年9月30日で集計）

路線名 R4 R3 R2 R1 H30 H29
1,844 1,852 160 

217 491 43 
- -1,361 -117 
- 26.5% 26.9%
- 448 -
- 1141.9% -

2,330 2,340 200 
1,529 2,586 198 

- 246 -2 
- 110.5% 99.0%
- 2388 -
- 1306.1% -

1,458 1,464 120 
267 521 30 

- -943 -90 
- 35.6% 25.0%
- 491 -
- 1736.7% -

1,458 1,464 120 
104 144 13 

- -1,320 -107 
- 9.8% 10.8%
- 131 -
- 1107.7% -
- - 1,558 1,700 2,000 2,000 
- - 440 1,197 1,394 1,653 
- - -1,118 -503 -606 -347 
- - 28.2% 70.4% 69.7% 82.7%
- - -757 -197 -259 -98 
- - 36.8% 85.9% 84.3% 94.4%

（目標利用者数の設定）
路線名 R5目標値

項目
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績

設定理由

川之内線

音地線

大藤線

増田線

【参考】
川之内線
（再編前）

川之内線 1,852人
継続して運行を行うため、国庫補助要件である1循環あたり2名の利用を目標
値とし、利用案内の配布・回覧等により利用促進を行う。
　（3循環×244日＋学校便1往復×194日）×2名＝1,852人

音地線 2,340人
継続して運行を行うため、国庫補助要件である1循環あたり2名の利用を目標
値とし、利用案内の配布・回覧等により利用促進を行う。
　（4循環×244日＋学校便1往復×194日）×2名＝2,340人

大藤線 1,464人
継続して運行を行うため、国庫補助要件である1循環あたり2名の利用を目標
値とし、利用案内の配布・回覧等により利用促進を行う。
　 3循環×244日×2名＝1,464人

増田線 1,464人
継続して運行を行うため、国庫補助要件である1循環あたり2名の利用を目標
値とし、利用案内の配布・回覧等により利用促進を行う。
　 3循環×244日×2名＝1,464人

最新年度の実績値は、

10月～3月の6ヶ月分
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（参考）

【デマンド型】
（運行回数） 単位：回（前年10月1日～当年9月30日で集計）

路線名 R4 R3 R2 R1 H30 H29
1,300 1,400 1,250 1,250 1,121 1,386 

482 1,015 1,266 1,566 1,497 1,133 
- -385 16 316 376 -253 
- 72.5% 101.3% 125.3% 133.5% 81.7%
- -251 -300 69 364 111 
- 80.2% 80.8% 104.6% 132.1% 110.9%

120 120 120 120 126 189 
15 76 110 57 129 115 

- -44 -10 -63 3 -74 
- 63.3% 91.7% 47.5% 102.4% 60.8%
- -34 53 -72 14 -19 
- 69.1% 193.0% 44.2% 112.2% 85.8%

50 50 20 80 21 
21 40 36 2 15 

- -10 16 -78 -6 
- 80.0% 180.0% 2.5% 71.4%
- 4 34 -13 -
- 111.1% 1800.0% 13.3% -

（計画運行回数の設定）
路線名 R5目標値

項目
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績

設定理由

別当線

大河内線

川平線

別当線 1,600回

平成30年7月豪雨災害に加え、新型コロナウイルスの影響により、それまでの
年間1,500回利用ペースから、年間1,000回前後のペースへと大きく減少して
いる。しかしながら、ワクチン接種効果等により社会経済活動も徐々に再開さ
れつつあること、広報での周知により利用促進にも努めることを考慮し、今期
の目標は、コロナ前の実績値（令和元年）1,566回≒1,600回とする。

大河内線 120回

平成30年7月豪雨災害により、令和元年は利用が低迷。その後、一度回復し
たが、新型コロナウイルスの影響により、利用者は減少傾向にある。しかしな
がら、ワクチン接種効果等により社会経済活動も徐々に再開されつつあるこ
と、広報での周知により利用促進にも努めることを考慮し、今期の目標は、平
成30年7月豪雨災害前の実績値（平成29年、平成30年）の平均122回≒120
回とする。

川平線 50回
R2に利用の低迷について地域住民と協議を行い、再度地域内で利用促進を
行うこととした路線。月3～4人の利用需要はあるとのことで、引き続き、月4回
×12ヶ月＝48≒50回を目標とする。

最新年度の実績値は、

10月～3月の6ヶ月分

13 



（参考）

【デマンド型】
（利用者数） 単位：人（前年10月1日～当年9月30日で集計）

路線名 R4 R3 R2 R1 H30 H29
1,900 2,000 1,950 1,950 1,780 2,080 

609 1,312 1,678 2,321 2,196 1,774 
- -688 -272 371 416 -306 
- 65.6% 86.1% 119.0% 123.4% 85.3%
- -366 -643 125 422 168 
- 78.2% 72.3% 105.7% 123.8% 110.5%

160 200 200 200 172 310 
17 80 143 85 210 200 

- -120 -57 -115 38 -110 
- 40.0% 71.5% 42.5% 122.1% 64.5%
- -63 58 -125 10 20 
- 55.9% 168.2% 40.5% 105.0% 111.1%

60 60 60 260 28 
26 35 49 5 44 

- -25 -11 -255 -
- 58.3% 81.7% 1.9% 157.1%
- -14 44 -39 -
- 71.4% 980.0% 11.4% -

（目標利用者数の設定）
路線名 R5目標値

項目
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績
目標
実績
実績－目標
実績÷目標
当年実績－前年実績
当年実績÷前年実績

設定理由

別当線

大河内線

川平線

別当線 2,300人

平成30年7月豪雨災害に加え、新型コロナウイルスの影響により、それまでの
年間2,000人利用ペースから、年間1,200人前後のペースへと大きく減少して
いる。また、利用回数よりも減少率が大きく、相乗りが減っている。しかしなが
ら、ワクチン接種効果等により社会経済活動も徐々に再開されつつあること、
広報での周知により利用促進にも努めることを考慮し、今期の目標は、コロナ
前の実績値（令和元年）2,321人≒2,300人とする。

大河内線 210人

平成30年7月豪雨災害により、令和元年は利用者数が大幅に減少し、一度回
復したものの新型コロナウイルスの影響により、利用者は減少傾向にある。し
かしながら、ワクチン接種効果等により社会経済活動も徐々に再開されつつ
あること、広報での周知により利用促進にも努めることを考慮し、今期の目標
は、平成30年7月豪雨災害前の実績値（平成29年、平成30年）の平均205人
≒210人とする。

川平線 60人

R2に利用の低迷について地域住民と協議を行い、再度地域内で利用促進を
行うこととした路線。月3～4人の利用需要はあるとのことで、月4人×12ヶ月
＝48≒50人を基準として、利用促進により月あたり1名の増加を見込み、R4
同様60人を目標値とする。

最新年度の実績値は、

10月～3月の6ヶ月分
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